
 令和２年３月23日付け県公報第90号静岡県公安委員会規則第２号（静岡県道路交通法施行細則の一部を改

正する規則）中、次のとおり訂正する。 

 ページ     行    

  ５   下から８～13 

 誤 
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190 

（略） 

 

 

201 （略）  

202 

県道249 

号 

掛川大 

東大須 

賀線 

静岡県掛川市子隣字六ツ枝175

番の14から 

静岡市掛川市入山瀬字小笠山

842番の11まで 
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（略） 

 

 

201 （略）  

202 

県道249 

号 

掛川大 

東大須 

賀線 

静岡県掛川市子隣字六ツ枝175

番の14から 

静岡県掛川市入山瀬字小笠山

842番の11まで 

 

 


